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○
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
） 

 

改 
 

正 
 

案 
 

現 
 
 
 

行 

（
直
接
募
集
に
係
る
取
引
報
告
書
の
記
載
事
項
等
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
ら
設
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の

募
集
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
書
類
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
顧
客

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
取
引
の
内
容
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の

他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
は
、
当
該
書
類
の
交
付
を
し
た

も
の
と
み
な
す
。 

一
・
二 

（
略
） 

４
～
７ 

（
略
） 

 

（
直
接
募
集
の
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
） 

第
四
十
三
条
の
二 

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
三
条
第

二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
が
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情

（
直
接
募
集
に
係
る
取
引
報
告
書
の
記
載
事
項
等
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
ら
設
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の

募
集
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
交
付

に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

取
引
の
内
容
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的

方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
は
、
当
該
書
類
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

４
～
７ 

（
略
） 

  

（
新
設
） 
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報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に

は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防

止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二 

特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
が
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人

種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の

他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を

い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以

外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な

い
と
認
め
ら
れ
る
状
況 

 

（
投
資
証
券
の
募
集
等
の
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合

） 

第
百
五
十
条
の
二 

法
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
三
条

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
設
立
企
画
人
等
又
は
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
等
が
、
そ
の
取
り
扱
う
個

人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の

取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏

え
い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て

い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況 

二 

特
定
設
立
企
画
人
等
又
は
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
等
が
、
そ
の
取
り
扱
う
個

人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪

経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た

公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他

            

（
新
設
） 
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必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況 

 

 


